
 

令和８年度高松市若年層対策健康診査業務委託仕様書 

 

１ 業務の概要 

本業務は、高松市（以下「市」という。）が、高松市特定健康診査及び特定保健指導実

施要綱及び令和８年度高松市若年層対策健康診査実施要領（以下「実施要領」という。）

の規定に基づき実施する、令和８年度高松市若年層対策健康診査のうち、実施要領「３ 

実施の手順及び役割分担」中、（２）申込受理、（３）申込受付、（４）自己採血キットの

発送、（５）自己採血キットの受理、（６）検査結果の報告等を行うものとする。 

なお、本仕様書で用いる用語の定義については、実施要領中「２ 定義」によるものと

する。 

 

２ 業務委託期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 予定数量 

(１) 輸送型血液検査サービス一式         ３００件 

※ 自己採血キット、検査結果ＷＥＢ通知サービス、検査料金を含む。 

(２) 検査キット発送件数             ３００件 

※ 自己採血キット発送料、検体返送料を含む。 

(３) 案内用リーフレット作成件数       １，７００件 

(４) 検査キット再送件数              ５０件 

※ 自己採血キット発送料、検体返送料を含む。 

 

４ 業務内容 

(１) 案内用リーフレットの作成 

    受託者は、検査内容・検査方法・検査結果の確認方法等について記載された「案内

用リーフレット」を作成し、委託者へ納品すること。 

 

(２) 申込の受理・受付 

対象者が専用サイトにおいて、次の情報を受託者に提供した場合、申込みを受け付

けること。 

① 氏名／氏名カナ 

② メールアドレス 

③ パスワード（検査結果閲覧用） 

④ 生年月日 

⑤ 性別 



 

⑥ 住所（自己採血キット郵送先） 

⑦ 電話番号 

⑧ 保険証情報（保険者番号、記号・番号） 

⑨ 確認ＩＤ（本市が発行する対象者個別のＩＤ） 

 

(３) 生活習慣データの取得 

委託者と協議の上、申込者から、厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」

の「標準的な質問票」を参考とした生活習慣データを取得すること。 

 

(４) 自己採血キットの発送 

    申込者からの申込内容を確認後、速やかに当該申込者が登録した住所（本人宛て）

に自己採血キットを発送すること。 

 

(５) 自己採血キットの管理方法等 

自己採血キットはデメカル血液検査キットセットを使用する。 

管理医療機器 21600BZZ00007000 

自己採血キットは下記方法で品質管理すること。 

① 輸送条件： 室温 

② 運搬ルート：混載便（ネコポス、ゆうパック等） 

③ 保管条件：室温保管。ただし、直射日光・高温・多湿・凍結は避ける。 

④ 自己採血キットで採取する必要血液量は、0.065ml 程度とする。 

⑤ 採取した血液を、血漿と血球にその場で分離可能とする。 

⑥ 分離後の血液（以下「検体」という。）は、普通郵便での送付を可能とし、かつ常

温常圧下での輸送が可能であるものとする。 

 

(６) 自己採血キットの腹囲測定用メジャー等の同梱 

自己採血キットの外箱に、デメカル血液検査セット、取扱説明書、腹囲測定用メジ

ャー及び返信用封筒を同梱し、封緘シールを貼り、封緘すること。 

 

(７) 血液検査項目 

検査項目は、次の１４項目とし、参考指標として、腎機能低下の早期発見に役立つ

「eGFR（推算糸球体ろ過量）」も提供すること。 

総蛋白、アルブミン、AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）、総コレステロール、

中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、尿素窒素、クレアチニン、尿

酸、血糖、ヘモグロビン A1c 

 



 

(８) 検査結果の通知方法 

電子デバイスにて、受診者自らがインターネット経由で専用サイトにアクセスし、

ＩＤ、パスワードを入力することにより、検査結果を確認することができる専用画面

を提供すること。 

 

(９) 検査結果の提示 

検体の投函から、速やかに検査結果（検査結果の基となる各種数値も含む。）を受

診者に対して個別に提示する。また、検査結果は次のカテゴリ別に４段階の判定を行

い、これらを提示すること。 

① 総合 

② 肥満度 

③ 血圧 

④ 肝機能 

⑤ 尿酸 

⑥ 脂質代謝 

⑦ 糖代謝 

⑧ 腎機能 

⑨ 栄養状態 

 

(10) 医学的コメントの表示 

カテゴリ毎に存在している血液検査項目値の組合せによって、医師、医学博士及び

学術博士等の監修を経た、分類可能な医学的コメントを表示する。 

 

(11) 改善アドバイス 

取得した生活習慣データ等に基づき、カテゴリ毎に生活習慣の改善のための具体

的アドバイスを提示すること。 

 

(12) アンケートの取得 

申込時及び検査結果参照後において、アンケートを取得可能とする。また、本市が

希望するアンケート項目について、申込時に最大５問、検査結果参照後に最大１０問

までの設定を可能とすること。 

 

(13) 対象者からの問合せ等への対応 

対象者からの電話による問合せに対応できる専用窓口を準備し、対応すること。ま

た、申込者から送付された検体に不備があり、これにより検体の検査ができない場合

は、その旨を申込者に説明し、自己採血キットを再送するほか、自己採血キットを紛



 

失したなどの申込者に対しても自己採血キットを再送すること。ただし、申込者１人

当たり１回限りの対応を標準とすること。 

 

(14) 申込者及び受診者に係るデータの作成 

次のとおりデータを作成し、報告を行うこと。 

① 受診者の血液検査結果データ 

② アンケートデータ 

③ 受付期間中に申し込まれた申込件数 

④ 受付期間終了後に返送された検体件数 

⑤ 前年度データとの推移・比較 

 

(15) 検査結果データの授受 

集計結果等を取りまとめた中間報告書を令和９年１月に、全体報告書を業務完了

時に、それぞれ提出する。なお、報告方法の詳細については、市と協議する。 

 

(16) メールによる勧奨 

申込完了から検査結果参照、アンケート回答までを速やかに完了するため、申込者

に対して、主に以下のタイミングで勧奨メールを発出すること。 

① 自己採血キット発送後、一定期間、検査未返送の場合 

② 検査結果通知後、一定期間、検査結果未参照の場合 

③ 検査結果参照後、一定期間、アンケート未回答の場合 

 

(17) その他 

その他、受託者は、提案上限額の範囲内において、申込者等の健康意識の改善等に

資する、健康相談、意識啓発、各種情報提供等の取組が考えられる場合は、市に提案

し、両者協議の上、実施の可否及び実施の詳細を定める。 

 

５ 費用負担 

   本業務に係る経費については、受託者の負担とすること。 

 

６ 委託料の支払 

委託者は、本業務終了後、実績に基づき委託料を支払うものとし、受託者は、本業務が

完了したときは遅滞なく委託者に完了届を提出し、委託者による業務完了検査を受け、検

査に合格した時は、委託料の支払を請求できるものとする。 

 

７ 個人情報の保護 



 

 受託者は、この仕様書による事務を処理するため個人情報を取扱う場合は、個人情報保

護法等のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

８ 事故への対応 

事故等への責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。また、受託者は、事故やトラブル

が生じたときには、適切な措置を講じるとともに、直ちに市へ報告しなければならない。 

 

９ 特記事項 

(１) 委託者は、受託者の委託業務の履行状況を適宜調査・確認し、報告を求めることが

できるものとし、かつ、必要に応じて改善を求めることができるものとする。 

(２) 受託者が上記委託業務の他、禁止事項に反した場合、委託者は当該契約を解除する

ことができる。 

(３) 受託者が当該委託業務を遂行するに当たり、故意又は重大な過失により、委託者に

被害を与えた場合、委託者は相応の損害賠償を請求することができる。 

(４) 受託者の受託業務の再委託を禁止する。ただし、委託者が事前に承認した場合は、

この限りでない。 

(５) 当該仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上、その都度決

定するものとする。 

 

10 市発注の業務における労働関係法規の遵守及び適正な労働条件の確保 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当 

たっては、就労の実態を踏まえ、完全週休二日制の導入や一日の労働時間を縮減す

るなど、法定労働時間の週40時間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週４

４時間）を遵守すること。また、時間外、休日及び深夜（午後１０時から翌日の午

前５時まで）に、労働させた場合においては、同法に定める率の割り増し賃金を支

払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働

者に対して、最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労

働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面

を交付すること。 

(４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその金額を直接、労働者に支払うこと。支払

いの遅延等の事態がおこらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金

法の定めるところにより最低賃金額以上の額を支払うこと。 

(５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法

令に従い加入すること。なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者



 

に対しても、国民健康保険及び国民年金に加入するよう指導すること。 

(６) (１)から(５)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関

係法規を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


